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【申込み・問い合わせ先】
総務課 男女共同参画推進係

住 所：〒824－06９1 添田町大字添田2151番地

電 話：０９４７－８２－１２３１（内線 123）

登録方法は

裏面へ

自薦・他薦は問いません。

積極的な申込みを

お待ちしています。

○「女性活躍推進バンク」とは？

添田町では、政策等の決定過程への女性の参画を推進し、女性ならではの新しい視点や感性を

活かし、多様な意見を町政に反映させるため、「女性活躍推進バンク」登録者を募集します。

一人ひとりの人権を尊重し、

男女がともに認め合い、自分らしく暮らせる

心豊かでやさしい町づくりをめざして

女性活躍推進バンク登録者募集！

女性のアイデアや考えを町政に反映させ

るため、町政に関心があり町の審議会等の

委員として活動する意欲のある女性に委員

の候補者として、登録していただき、女性

の登用率を高めていこうとするものです。

登録後は、各課が行っている審議会等の

委員を決定する際に、問い合わせや閲覧申

請に応じて、登録されている方の情報を提

供します。その後、各課から登録されてい

る方へ就任依頼を行います。

○ 登録後は、どのようになるの？

○町の審議会等って何ですか？
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町の施策や方針決定についての、審議・

調査・協議等を行う機関です。学識経験者

や町民の方等の意見を求め、これを町政に

反映させることを目的として設置されてい

ます。

≪添田町の現状≫

○ 添田町の人口の男女比は半々に近いです

が、意思決定をする審議会等委員の割合は

21.6％。地方自治法202条の３に基づく審

議委員会等の数は32、うち女性委員を含む

数は24です。※（2022年3月時点）

現在、女性ならではの視点で、様々な分

野で知識や経験を活かし、審議会等の委員

として参画していただいています。

現在21.6％

目標26％



女性活躍推進バンクへの登録方法

　◇登録要件

　◇登録方法

  ◇申込書の設置場所

　◇イメージ図

登録いただきたい方

女性活躍推進バンク
（総務課 男女共同参画推進係）

庁内各課

③ 登録結果通知書

の送付

① 登録申込み

④ 閲覧申請

⑤ 閲覧の許可

紹介・情報提供

⑥ 委員への就任依頼

○添田町に在住または在職の18歳以上の女性で、町政に関心があり、

町の審議会等の委員として活動する意欲のある方

○ 各分野で活動する女性の情報を幅広く

集め、その情報を登録し提供すること

で、町の審議会等の委員への女性の登

用を促進します。

登録情報は総務課 男女共同参画推進

係で適切に管理します。

○ 審議会等の委員の選任に

関する事務を行います。② 登録申込みの受付

添田町に在住または在職の18歳以上の女性で、町政に関心があり、町の審議会等の委員

として活動する意欲のある方

・役場２階 総務課総務係

※ 登録情報は、審議会委員選考の目的のみに使用し、それ以外には使用しません。

※ 各種審議会等には、報酬等が支給される委員もあります。

詳細は、担当課が就任依頼を行う際説明します。

※ 登録申込書は町ホームページからもダウンロードできます。

「添田町女性活躍推進バンク登録申込書」に必要事項を記入のうえ、郵送または持参 ください。

女性活躍推進バンクは、あくまでも町の各種審議会等の委員の候補としての登録となりますので、登録された方が必ず委員に選考

されるとは限りません。
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